
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年４月 

岐阜県国民健康保険団体連合会 
 

 

 

 

 

介護保険縦覧点検（事業所編） 



 

１．縦覧点検とは 

   過去に介護給付費を支払った請求について、複数月の請求における算定回数の確認やサービス間・事業所間の給付の整合性を確認して

審査を行うものです。縦覧点検審査の結果、請求誤りと判断されたものについては、事業所等に通知し、過誤処理を行います。事業所等

が請求誤り等のデータについて確認し、必要に応じて再請求を行うことで給付の適正化を図ることを目的としています。 

  

    

  ▼縦覧点検にて確認を行う内容について 

 内容 

算定期間回数制限チェック 
各加算等について、算定期間や回数を超えていないか等のチェック 

短期入所の連続日数３０日超のチェック 

重複請求縦覧チェック 
同一利用者に対して複数サービスを行った場合の受給可能日数のチェック 

居宅療養管理指導等のサービス重複チェック 

居宅介護支援請求におけるサービス

実施状況チェック 

居宅介護支援費の請求がある場合、サービス事業所の請求があるかどうかのチェック 

 

  

  ▼縦覧点検処理年月（平成２４年度） 

年度 抽出時期 サービス提供開始 サービス提供終了 過誤調整 

1 回目 H24.5 H23.4 H23.9 H24.7 

2 回目 H24.11 H23.10 H24.3 H25.1 

   ※毎年２回、前年の請求半年分に対して縦覧点検を行う 

 

 

 





▼介護保険縦覧点検業務フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６日 

上旬 

※伝送の場合は 20 日頃データ送信 

２６日頃 







  （３）介護給付費縦覧確認表兼個別リハビリテーション実施加算確認届 

 

 

 
 個別リハビリテーション実施加算を算定した場合

に、確認届を送付します。認定日（平成２４年３月サ

ービス提供分までは、市町村が認定した日）または認

定日以降に入院（所）した場合、入退院（所）情報を

記入してください。請求誤りであった場合は、「請求誤

り」と市町村が認定した日の欄に記入してください。 

 

 ※平成２４年４月サービス提供分からは個別リハビ

リテーション実施加算の算定要件が変更になりますの

で、当該確認届も変更されます。（現時点ではレイアウ

ト未定） 



 

  （４）介護給付費縦覧確認表兼短期集中リハビリテーション実施加算確認届 

 

 

 短期集中リハビリテーション実施加算を算定し、３ヶ月以内に再入所があった場合等に、確認届を送付します。短期集中リハビリテーショ

ン実施加算を算定した起算日を確認し、入院（所）等があった場合は、入院（所）情報に必要事項を記入します。入院（所）がない場合は、



「入院なし」と記入してください。請求誤りであった場合は、「請求誤り」と記入してください。 

  （５）介護給付費縦覧確認表兼認知症短期集中リハビリテーション実施加算確認届 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定し、３ヶ月以内に再入所があった場合等に、確認届を送付します。認知症短期集中リハ

ビリテーション実施加算を算定した起算日を確認し、入院（所）等があった場合は、入院（所）情報に必要事項を記入します。入院（所）が



ない場合は、「入院なし」と記入してください。請求誤りであった場合は、「請求誤り」と記入してください。 

  （６）介護給付費縦覧確認表兼サービス提供日確認届 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  連合会での縦覧点検において、重複請求縦覧チェックで疑義があった場合、必要に応じて居宅介護支援事業所にサービス事業所の提供 

 日確認届を送付します。該当利用者のサービスにおいて、提供日を次ページ以降①～③の記載例に従って記入します。 









 

４．介護給付費縦覧審査決定・給付調整通知書（事業所宛） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 連合会での縦覧点検審査で「過誤」に該当した場合、事業所へ介護給付費縦覧審査決定・給付調整通知書を送付し、過誤内容についてお

知らせします。ここに記載されている情報が「過誤」されますので、不明点等がある場合は、毎月１８日までに連合会で連絡してください。 


